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高齢者・障害者施設等従事者へのワクチン優先接種について 

 
新型コロナウイルス感染による重症化のリスクの高い方に積極的に関わる業務に

従事している高齢者・障害者施設等従事者への新型コロナワクチン接種における先行

予約希望の受付を行っています。 

 
 
１ 優先接種対象者 
 別紙１のとおり 

 
２ 先行予約希望の手続き等 
 「１ 優先接種対象者」に該当する方については、接種クーポン券が届き次第、先行

予約希望の申出を行うことで、通常の年齢区分の予約開始日時より先行して予約が

できるようになります。 
 
ご希望の方は、市ホームページからお手続きください。 

<URL>https://s-kantan.jp/city-saitama-
u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=24566&accessFrom=  

※原則として、3開庁日後に予約が可能となります。 
※先行予約希望の申出には「予約受付 ID」及び「パスワード」が必要となります

ので、接種クーポン券をご用意のうえお手続きください。 

 
３ 接種会場について 
 市で開設している全ての接種会場が対象です。 
 ※Web 予約システム又は市ワクチンコールセンターから予約できます。 
 ※特設接種会場の予約は Web 予約システムのみとなります（市ワクチンコールセ

ンターでは予約できません） 
 
  ＜市ワクチンコールセンター＞ 
  （電話）０５７０－０２８－０２７ （ＦＡＸ）０５７０－０２０－８１０ 
  ＜Web 予約システム URL＞ 

https://saitama-vaccine.com/ 
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高齢者・障害者施設等従事者の優先接種対象者 

 

●対象者 

高齢者・障害者福祉施設等に従事されている方のうち、さいたま市内に住民票がある方 

 

 

 

介護保険施設 

介護老人福祉施設 
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 介護医療院   

居住系介護サービス 

特定施設入居者生活介護 
地域密着型特定施設入居者生

活介護 
認知症対応型共同生活介護 

老人福祉法による施設 

養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム 

高齢者住まい法による住宅 

サービス付き高齢者向け住

宅 

    

生活保護法による保護施設 

救護施設 更生施設 宿所提供施設 

障害者総合支援法による障害者支援施設等 

障害者支援施設 共同生活援助事業所 

重度障害者等包括支援事業

所（共同生活援助を提供する

場合に限る） 

福祉ホーム     

その他の社会福祉法などによる施設 

社会福祉住居施設（日常生活

支援住居施設を含む） 

生活困窮者・ホームレス自立

支援センター 
生活困窮者一時宿泊施設 

原子爆弾被爆者養護ホーム 生活支援ハウス 婦人保護施設 

矯正施設（※患者が発生した

場合の処遇に従事する職員

に限る） 

更生保護施設 

  

 

 

 

居宅サービス等（介護） 

訪問看護 訪問介護 訪問入浴介護 

訪問リハビリテーション 
定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
夜間対応型訪問介護 

居宅療養管理指導 通所介護 地域密着型通所介護 

別紙１ 

●対象となるサービス種別等一覧 



療養通所介護 認知症対応型通所介護 通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 短期入所療養介護 小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介

護 
福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

居宅介護支援 
地域包括支援センター（シニ

アサポートセンター） 
在宅介護支援センター 

※各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケ

アマネジメント）を含む。 

※既に優先接種の対象となっている高齢者入所施設や訪問看護事業所に従事されている方

のうち、まだ接種を受けられていない方も対象に含む。 

訪問系サービス等（障害） 

居宅介護 重度訪問介護 行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援（訪問

系サービス等を提供するも

の） 

自立生活援助 

短期入所 生活介護 
自立訓練（機能訓練・生活訓

練） 

就労移行支援 就労継続支援（A 型、B型） 就労定着支援 

計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 

※地域生活支援事業（訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高

い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、

生活訓練等、相談支援事業）を含む。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


